
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人小菅義雄の上告理由について。

　所論の点に関する原審の事実の認定は、当事者間に争のない事実関係および原判

決（その引用する第一審判決を含む。以下同じ。）拳示の証拠関係に照らして首肯

することができる。

　また、原審の確定するところによれば、被上告人両名は夫婦（昭和二七年一〇月

一三日婚姻届出）として本件土地上の本件家屋に居住し生活を共にして居たもので

あり、上告人は昭和二九年九月一日被上告人Ｂ１との間に本件土地賃貸借契約を締

結するに際し被上告人両名の右同居生活の事実並びに本件家屋の登記簿上の所有名

義は被上告人Ｂ１であるが真の所有者は被上告人Ｂ２であることを知つていたもの

であり（昭和三〇年八月一七日被上告人Ｂ２へ本件家屋の所有権移転登記がなされ

た）、その後被上告人両名の夫婦関係の破綻、離婚（昭和三六年二月一〇日協議離

婚届出）に伴つて、同居していた被上告人Ｂ１から被上告人Ｂ２へ昭和三七年二月

頃に本件土地賃借権が譲渡されたが、被上告人Ｂ１が昭和三七年二月頃他へ転出し

たほか本件土地の使用状況の外形には何ら変るところがないというのであるし、そ

の他原判決確定の諸事情を考えれば、右賃借権の譲渡は、賃貸人に対する背信行為

と認めるに足りない特段の事情がある場合にあたり、上告人は、被上告人Ｂ１に対

し民法六一二条二項によつて本件賃貸借契約を解除することはできず、被上告人Ｂ

２は、賃貸人たる上告人の承諾がなくても賃借権の譲受けをもつて上告人に対抗で

きるものと解すべきであるから、これと同旨の原判決の判断は正当として支持する

ことができる。
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　また、上告人と被上告人Ｂ１との間に締結された本件土地賃貸借契約は、従前の

貸借人Ｄと上告人間の本件土地の賃貸借契約とは別個無関係の契約であり、本件賃

貸借期間は十年と定められているけれども、右契約期間は借地法二条に反し借地権

者に不利なものであつて同法一一条に違反するから、本件賃貸借は期間の定めがな

いものとして、三十年存続するものであるとした原判決の認定判断も正当である。

　その他論旨指摘の点について原判決には所論違法はない。論旨中違憲をいう点は、

その実質は原判決の事実認定を非難するか、または民法六一二条に関する原審の解

釈を非難するものであつて、前記説示の通り原判決には違法はないから、採用の限

りではない。所論は、ひつきよう、原判決を正解せず、または原判決の認定にそわ

ない事実を主張して、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実の認定、それに

基づく正当な判断を非難するに帰し、すべて採用できない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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